
 居宅介護支援重要事項説明書 
〈令和６年４月１日現在〉 

社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 

ふれあい居宅介護支援事業所    

 

社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会が運営するふれあい居宅介護支援事業

所の居宅介護支援の提供に関し、あなたに説明すべき重要事項は、次のとお

りです。 

 

１ 事業者の概要 

（１）名称等 

名 称 ふれあい居宅介護支援事業所 

所在地 静岡県伊豆市八幡３３番地の１ 

電話番号 ０５５８−８３−４５６５ 

法人種別及び名称 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 

代表者職 会長 

代表者氏名 飯 田 正 志 

管理者氏名 堀 江 美 歌 

介護保険事業所番号 ２２７０３００１１０ 

指定年月日 平成１６年４月１日（居宅介護支援） 

サービスを提供する地域 伊豆市内 

（２）職員の概要 

職 種 職員数 勤務形態 保有資格の内容 

管 理 者 １人 常勤 兼務 １人 主任介護支援専門員 

介護支援専門員 ３人 

常 勤 兼務 １人 

常 勤 専従 ２人 

非常勤 専従 ０人 

介護支援専門員 
内、１名管理者兼務 

（３）営業日及び営業時間 

営業日 

月曜日から金曜日まで。ただし、国

民の祝日（日曜日と重なったとき

は、その翌日）及び年末年始（１２

月２９日から１月３日）を除く 

営業時間 
午前８時１５分から午後５時１５

分まで 

※営業時間外の夜間帯、休業日等は緊急連絡にて対応します。 



２ 居宅介護支援の概要 

（１）居宅介護支援の内容 

項  目 内容、方法等 

要介護認定等の申請代行 
利用者の要介護認定に係る申請について利用 

者の意思を確認した上で申請の代行を行う 

居宅サービス計画の作成 

利用者及びその家族の希望等を踏まえて、契 

約締結後３０日以内に計画を作成し利用者に

提示する 

居宅サービス計画作成後の 

管理（居宅サービス計画の 

変更等） 

利用者宅を訪問し、その家族、指定居宅サー 

ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅 

サービス計画の実施状況を把握し、必要に応 

じて居宅サービス計画の変更その他便宜の提 

供を行う 

サービス事業者等との連絡調整 

居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提 

供が確保されるよう、指定居宅サービス事業 

者等とのサービス担当者会議の開催等を実施 

する。 

介護保険施設への紹介 

利用者が、居宅における日常生活が困難とな 

った場合又は利用者が介護保険施設への入所 

又は入院を希望する場合には、介護保険施設 

への紹介その他の便宜の提供を行う 

その他 

日常生活に必要な福祉用具の貸与及び身体障 

害者移送用車両の貸出し等無料サービス事業 

の紹介等の便宜の提供を行う 

 

（２）居宅介護支援の利用に当たって 

項  目 内  容 

サービス提供困難時 

の対応 

利用者が契約を継続し難い背信行為を行ったとき 

は、本事業所は直ちに契約を解約できるが、文書を 

もって通知する 

サービスの質の向上 

の為の方策 

①利用者の心身の状況、環境、利用者及びその家族 

の希望を考えた居宅サービス計画を作成する。 

②居宅サービスが特定の種類に偏ったり特定の居 

宅サービス事業者を有利に扱うことをしない 

介護支援専門員を変 

更する場合の対応 

本事業所が介護支援専門員を変更する場合は、利用

者の意見を聞いた上で行う 



プライバシーの遵守 

正当な理由がない限り業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を保持する義務を負う。退職後もそ

の義務を負う 

事故発生時の対応 本事業所は、居宅介護支援を提供する上で、この契

約に違反し、又は利用者の居宅サービス利用に支障

を生じさせ損害を与えた場合はその損害を速やか

に賠償する 

その他 利用者は、いつでも契約を解約できるが、利用者が

この契約を解約することにより本事業所に不測の

損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負

う 

※あなたは、介護支援専門員が居宅サービス計画作成にあたり必要な場合は複数の事業所 

の紹介を求めることができます。またサービス提供事業所を居宅サービス計画に位置付 

けた理由を求めることもできます。 

 

３ 利用料金 

（１）利用料  原則として、あなたには利用料を請求しません。 

ただし、あなたの被保険者証に支払方法変更の記載（あ 

なたが保険料を滞納しているため、サービスを償還払いと 

する旨の記載）があったときは、１ヶ月につき要介護度に 

応じて下記の金額をいただきます。 
 

この場合、本事業所でサービス提供証明書を発行しますので、この証

明書を後日、当該市町村の窓口に提出して、払い戻しを受けてくださ 

い 

①  特定事業所加算（Ⅲ）として、毎回３,２３０円を上記利用料金に加算 

いたします。 

② 新規に居宅サービス計画を策定した場合又は要介護認定区分が２段階 

以上変更となった場合は、初回加算として、３,０００円を上記利用料 

金に加算いたします。（初回加算） 

③ 病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員 

に対して、利用者に関する必要な情報を提供した場合は、１回を限度 

として、２,５００円を上限とし上記利用料金に加算いたします。 

（入院時情報連携加算（Ⅰ）・入院時情報連携加算（Ⅱ）） 

要介護度 利 用 料 

介護度１・２ １２，４９０円 

介護度３・４・５ １６，２３０円 

※特別地域居宅介護支援加算として１５％を加算した金額です  



④退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する 

必要な情報の提供を求めることその他の連携（ 以下「当該提供等」とい 

う。）を行った場合は、カンファレンス参加の有無に伴い下記の通り退 

院・退所加算として、入院または入所期間中に 1回を限度として上記利 

用料金に加算いたします。（退院・退所加算） 

 

 

 

 

 

⑤利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、 

当該情報を踏まえてケアプラン作成をした場合は通院時情報連携加算と 

して５００円を上記利用料金に加算いたします。 

⑥ターミナル期において通常より頻回に訪問したり、利用者の状態を医師 

や事業者へ提供した場合はターミナルケアマネジメント加算として 

４,０００円を上記利用料金に加算いたします。 

⑦介護保険関係法令等による居宅介護支援が行われていない場合、上記 

利用料金に１００分の５０を乗じて得た額を利用料金とします。 

また、運営基準減算が２か月以上継続している場合は利用料金はいただ  

きません。 

 

※居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。 

・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業 

者等を紹介するよう求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指 

定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求められることを文書により説 

明・交付を行っていない場合 

・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用 

者および家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し 

説明・同意・交付を行っていない場合 

・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サ 

ービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く）場合 

・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため 1月に利用者の 

居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合 

 

 

（２）交通費 無料 

 

（３）その他の費用（要介護認定申請代行費等） 無料 

 

 カンファレンス参加なし カンファレンス参加あり 

連携１回目 退院・退所加算（Ⅰ）イ 4,500 円 退院・退所加算（Ⅰ）ロ 6,000 円 

連携２回目 退院・退所加算（Ⅱ）イ 6,000 円 退院・退所加算（Ⅱ）ロ 7,500 円 

連携３回目   退院・退所加算（Ⅲ） 9,000 円 



（４）支払方法 あなたが本事業所に料金を支払うこととなる場合の支払方 

法については、月ごとの精算とします。毎月、１０日まで 

に前月分の請求をしますので、２０日以内にお支払いくだ 

さい。 

お支払い方法は、銀行振込、現金払いの２通りの中から、 

ご契約の際に選択してください。 

 

 

 

 

４ 秘密保持 

（１）当事業所の従業者は、 サービスを提供する上で知りえた利用者及びそ 

の家族に関する秘密保持を正当な理由なく第三者に漏らしません。この 

守秘義務は解約後も同様です。 

（２）当事業所は、この重要事項説明書の同意をもって、下記に挙げる理由 

に限り、利用者及びその家族に関する情報を提供します。 

①介護、要支援認定調査及び居宅サービス計画内容について、関係する 

都道府県、市町村、付属機関及びその委託を受けた機関が情報提供や 

報告を求めた場合。 

②主治医等が居宅サービスの内容について情報提供を求めた場合 

③居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・介護保健施設の関係者が、 

サービス担当者会議などサービス提供上情報を用いる場合がある場合。 

 

 

 

５ サービスの終了について 

（１）あなたのご都合でサービスを終了する場合 

あなたはいつでも契約を解除できますが、次の場合には、解約料を 

いただきます。 

 

①契約後、 介護サービス計画作成段階途 

中で、あなたの申し出により解約した 

場合 

利用料の５０％をいただきます。 

②市町村への介護サービス計画の届出終 

了後に 解約した場合 
解約料はかかりません。 

③その他解約により当事業所に不測の損 

害を生じさせる場合 
①に準じた解約料 

※この他、当事業所が、あなたがこの契約を継続し難いほどの背信行為を 

行ったと認めるときは、直ちにこの契約を解約することがあります。 

 



（２）当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等、やむを得ない事情によりこのサービスの提供を終了さ 

せていただく場合がございます。この場合は、サービスの提供終了１ 

ヶ月前までに文書であなたに通知するとともに、他の指定居宅介護支 

援事業者等に関する情報をあなたに提供いたします。 

 

（３）自動終了 

次の場合には、自動的にサービスを終了します。 

① あなたが介護保険施設あるいは医療施設等に入所又は入院をした場合 

但し、一時的な入所及び入院が終了した場合、あなた及びその家族の 

希望があるときは１年を限度とし、その限りではありません。 

②あなたの要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合 

③あなたが亡くなった場合 

 

６ 虐待防止について 

   当事業所及び職員は、人権の擁護・虐待の防止のために、委員会の設 

置、指針の整備、従事者に対する虐待防止のための研修や訓練を定期的

に実施し、必要な措置が適切に実施するための担当者を配置するなどを

講じます。 

●虐待防止に関する責任者 伊豆市社会福祉協議会  鈴木雅登 

 

７ 感染症が発生し、又はまん延しないための措置について 

当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないために、委員会

の設置、指針の整備、従事者に対する感染症に関する研修や訓練を定期

的に実施し、適切に実施するための必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

８ 居宅介護支援に対する苦情 

当事業所の居宅介護支援及び当事業所が作成した介護サービス計画に 

基づいて提供しているサービスについての苦情相談を承ります。サービ 

スの内容に関すること、介護支援専門員に関すること、利用料金に関す 

ることなど、お気軽にご相談ください。 

●担    当   伊豆市社会福祉協議会  梅原 久善 

●電 話 番 号   ０５５８−８３−３０１３ 

●ご利用時間    午前８時３０分から午後５時００分 

 

 

この他、国民健康保険団体連合会・伊豆市役所担当課等の窓口に苦情を 

申立てることができます。 

静岡県国民健康保険団体連合会 
担当窓口 介護保険課 

電話番号 ０５４－２５３－５５９０ 

伊豆市役所 
担当窓口 健康福祉部 健康長寿課 

電話番号 ０５５８－７４－０１５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

 

 

［事業者］ 

居宅介護支援の提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項を説明し 

ました。 

 

所在地  静岡県伊豆市八幡３３番地の１            

社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 

名 称  ふれあい居宅介護支援事業所             

 

説明者                          印 

 

 

［利用者］ 

この説明書により、居宅介護支援に関する重要事項の説明を受け同意し 

ました。 

 

住 所                            

 

氏 名                          印 

 

 

 

 

［代理人］ 

 

住 所                            

 

氏 名                          印 

（利用者との続柄：       ） 


